
府 消 委 第  号 

平成 年 月 日 

 

内閣総理大臣 

安 倍 晋 三  殿 

 

消費者委員会         

委員長  河 上 正 二    

 

答 申 書 

 

平成２９年３月２２日付け消食表第１５６号をもって諮問のあった、食品表

示基準（平成 27 年内閣府令第 10 号）の加工食品の原料原産地表示制度に係る

規定及び別表の一部改正について、下記のとおり答申します。 

 

記 

内閣府令 

食品表示基準（平成 27 年内閣府令第 10 号）の加工食品の原料原産地表示制

度に係る規定及び別表の一部改正について、以下(1) (2)を除き、別紙１の１．～

10．の実施を前提として、諮問された改正案（別添）のとおりとすることが適

当とする。 

(1)第 3 条第 2 項表１の五イの（ロ）の修正が必要である。 

(2)施行期日、経過措置、今般の一部改正による原料原産地表示の対象となら/

ない製品の範囲に関する追記が必要である。 

 

上記(1)(2)について、消費者庁の説明に基づき食品表示部会で議論し了承さ

れた修正方針を別紙２のとおり示すので、諮問された食品表示基準案を変更

されたい。 

 

また、消費者委員会の問題意識を別紙３のとおり、付帯意見として付す。 

（案） 
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別紙１ 

 

【諮問された食品表示基準案を適当とする前提条件】 

 

＜消費者・事業者の理解状況に関する目標値の設定＞ 

１．全ての加工食品に原料原産地表示を義務付ける制度は、消費者の商品の合

理的選択の確保から構想されており、消費者が表示の意味を正しく理解し活

用しなければ、制度を導入する目的が達せられない。また、制度導入にあた

っては、事業者が制度を正しく理解し、理解不足による誤表示が発生しない

よう十分に行政が周知を行うことは必須である。このため、消費者への普及・

啓発、事業者への制度周知にあたっては、あらかじめ理解度等に関して達成

すべき目標値を設定し、達成状況を適宜確認しつつ、周知活動を行うこと。 

 

＜消費者への普及・啓発＞ 

２．消費者への普及・啓発にあたっては、従前の食品表示に関する消費者の理

解が進んでいない現状も鑑み、新たな普及・啓発方法も取り入れて、目標達

成に向け丁寧かつ十分に行うこと。 

 

＜事業者への周知＞ 

３．本制度は、事業者の規模に係わらず、国内で活動する全事業者に加工食品

の原料原産地表示を義務付けるものであるため、事業者向けの周知にあたっ

ては、説明会の開催のみにとどまらず、説明会に参加する時間が取りにくい

中小・零細事業者にも十分に配慮した施策を実施すること。併せて、事業者

が必要とする時に具体的な個別相談を行うことができる相談窓口を全国各地

に常設するなどの対応も行い、事業者の理解不足に基づく誤表示が発生しな

いよう、事業者への周知を丁寧かつ十分に行うこと。 

 

＜Ｑ＆Ａの充実＞ 

４．食品表示部会での議論を踏まえてＱ＆Ａを更に拡充し、事業者が制度を誤

って解釈しないように、判りやすくかつ的確な制度解説を行うこと。特に、

例外要件に当たるか否かの判断基準や、原料原産地表示の根拠資料の保管に

2



関するルール、行政に対し説明が必要となる事項等を、明確に理解できる解

説とすること。併せて、表示例の記載にあたっては、当該例示を参考に事業

者が作成することとなる表示が、消費者の誤解を招かない内容となるよう、

更に精査を行うこと。 

 

＜経過措置期間中の周知状況に関する状況把握・分析＞ 

５．消費者庁が実施するとしている「周知状況を把握する調査」は、消費者の

みならず事業者に対しても実施すること。経過措置期間中、毎年調査を実施

し、周知状況の現状分析を行った上で、目標達成状況に応じて周知活動の追

加実施や周知方法の変更を行うといった柔軟な対応を行うこと。 

 

＜監視＞ 

６．本制度の導入にあたっては、故意に実際と異なる表示を行った事業者がい

た場合に、そのような不正表示を的確に把握し、当該事業者を処分できる監

視体制と制度運用が整っていることが必須条件である。食品表示に関する監

視体制をより一層強化するとともに、本制度の監視に関する運用を更に具体

的に検討し、国・地方自治体が連携して不正表示を許さない制度運用を速や

かに確立すること。 

 

＜別表第十五（第三条、第十条関係）への品目の追加基準の明確化＞ 

７．今後、「おにぎりののり」のように別表第十五（従前の 22 食品群＋４品目

の原料原産地表示）に追加する品目を選定する場合の基準を明確化し、公表

すること。 

 

＜例外表示の検証＞ 

８．制度施行後、定期的に制度の原則である国別重量順表示と例外表示がどの

程度の割合で存在するかを調査し、例外表示があくまで例外といえる割合に

とどまっているか、例外の割合が相当程度に達する場合は、どのような原材

料や製品で例外表示が多いかといった点を検証していくこと。 
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＜理解度調査の実施＞ 

９．経過措置期間終了後、消費者の理解度・活用度・表示に対する満足度など

に関する調査を定期的に実施し、現状分析を行い、その結果を公表すること。

この際、事業者に寄せられた質問や意見等についても調査を実施し、現状分

析に活用すること。 

 

＜制度の見直し＞ 

10．経過措置期間終了から 2 年後を目途として、各種調査結果等に基づき制度

導入の効果について検証を行い、必要に応じて制度の見直しを実施すること。 

4



 

別紙２ 

 

【諮問された食品表示基準案のうち、修正・追加を行うべき内容】 

 

(1)第 3 条第 2 項表１の五イの（ロ） 

一定期間使用割合が５パーセント未満である対象原材料の原産地について、

当該原産地の表示の次に括弧を付して、当該一定期間使用割合が５パーセント

未満である旨の表示を義務付けるが、第 3 条第 2 項表１の四の規定に基づく「そ

の他」の表示に対しては、当該表示を義務付けない。 

 

(2)施行期日、経過措置、今般の基準改正による原料原産地表示の対象とならな

い製品の範囲 

施行は今回の食品表示基準の一部改正に係る公布の日からとし、経過措置期

間は府令の施行の日から平成 34 年３月 31 日までとする。 

また、今回の食品表示基準の一部改正にかかる施行の際に加工食品の製造所

又は加工所で製造過程にある加工食品は、従前の食品表示基準の例によること

ができる。 
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別紙３ 

 

【付帯意見】 

 

１．義務表示の増加に伴い、製品上に表示する文字がかなり小さくなっている。

加工食品の原料原産地表示も含めて、今後、義務化される表示が増えれば、

状況は更に深刻化し、消費者が安全性に係わる表示を見落としてしまう要因

にもなりかねない。現在の食品表示は製品上への表示が対象であるが、イン

ターネットでの表示を表示制度の枠組みに組み入れて活用する方策検討も含

めて、今後、表示の在り方や食品表示間の優先順位について総合的に検討す

べきである。 

 

２．加工食品の原料原産地表示制度は、国際的にはほとんど類例のない制度と

なるため、制度施行後の海外との商取引に影響がでないように、各国からの

質問等があった場合には、引き続き、丁寧に制度に関する説明を実施するこ

とを望む。 

 

３．食品表示部会に対して諮問案への変更点として消費者庁が提示した「附則

第 3 条」については、経過措置に関する条文の次に記述されていることもあ

り、一読しただけでは『施行の際に』加工食品の製造所又は加工所で製造過

程にある加工食品は表示義務の対象とならないことに気づきにくい。経過措

置満了の際に製造過程にあれば表示義務を課されないといった誤った解釈が

されないよう、基準案の修文、もしくはＱ＆Ａ等での丁寧な解説を望む。 
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生
鮮
食
品
の
名
称
と
共
に
そ
の
原
産

地
を
表
示
す
る
。

三

一
及
び
二
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
原
産

三

一
に
定
め
る
原
産
地
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

地
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象
原
材
料
に
占
め

原
材
料
及
び
添
加
物
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
高
い
も
の
か
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る
重
量
の
割
合
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
表
示
す
る
。

ら
順
に
表
示
す
る
。

四

一
及
び
二
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
原
産

四

一
に
定
め
る
原
産
地
が
三
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

地
が
三
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象
原
材
料
に
占
め

原
材
料
及
び
添
加
物
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
高
い
も
の
か

る
重
量
の
割
合
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
二
以
上
表
示
し
、
そ

ら
順
に
二
以
上
表
示
し
、
そ
の
他
の
原
産
地
を
「
そ
の
他
」

の
他
の
原
産
地
を
「
そ
の
他
」
と
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。
五

別
表
第
十
五
の
１
に
掲
げ
る
も
の
の
対
象
原
材
料
及
び
２

（
新
設
）

か
ら
６
ま
で
の
規
定
に
よ
り
原
産
地
を
表
示
す
る
原
材
料
以

外
の
対
象
原
材
料
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

、
か
つ
、
三
及
び
四
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

イ

対
象
原
材
料
と
し
て
二
以
上
の
原
産
地
の
も
の
を
使
用

し
、
か
つ
、
当
該
対
象
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の

順
序
が
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に

掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
三
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
原
産
地
を

、
過
去
の
一
定
期
間
に
お
け
る
使
用
実
績
又
は
将
来
の
一

定
期
間
に
お
け
る
使
用
計
画
に
お
け
る
対
象
原
材
料
に
占

め
る
重
量
の
割
合
（
以
下
「
一
定
期
間
使
用
割
合
」
と
い

う
。
）
の
高
い
原
産
地
か
ら
順
に
、
「
又
は
」
の
文
字
を

用
い
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

過
去
の
一
定
期
間
に
お
け
る
使
用
実
績
に
基
づ
き
原

(ｲ)
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産
地
を
表
示
し
た
場
合
に
は
そ
の
旨
、
将
来
の
一
定
期

間
に
お
け
る
使
用
計
画
に
基
づ
き
原
産
地
を
表
示
し
た

場
合
に
は
そ
の
旨
が
認
識
で
き
る
よ
う
、
一
定
期
間
使

用
割
合
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
表
示
し
た
旨
を
、
容
器

包
装
の
原
料
原
産
地
名
に
近
接
し
た
箇
所
に
表
示
す
る

こ
と
。

一
定
期
間
使
用
割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る

(ﾛ)
対
象
原
材
料
の
原
産
地
に
つ
い
て
は
、
当
該
原
産
地
の

表
示
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、
当
該
一
定
期
間
使
用
割

合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
こ
と

。
過
去
又
は
将
来
の
一
定
期
間
に
お
い
て
、
対
象
原
材

(ﾊ)
料
と
し
て
使
用
す
る
二
以
上
の
原
産
地
の
も
の
の
当
該

対
象
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
順
序
の
変
動
が

あ
る
こ
と
及
び
こ
れ
ら
の
一
定
期
間
使
用
割
合
の
順
を

示
す
資
料
を
保
管
す
る
こ
と
。

ロ

対
象
原
材
料
と
し
て
三
以
上
の
外
国
が
原
産
地
の
も
の

を
使
用
し
、
か
つ
、
当
該
対
象
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の

割
合
の
順
序
が
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て

、
過
去
又
は
将
来
の
一
定
期
間
に
お
け
る
当
該
原
産
地
の

当
該
対
象
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
順
序
の
変
動

を
示
す
資
料
を
保
管
し
て
い
る
場
合
に
は
、
三
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
原
産
国
名
の
表
示
に
代
え
て
、
輸
入
品
で
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あ
る
旨
を
、
対
象
原
材
料
が
生
鮮
食
品
で
あ
る
場
合
に
は

「
輸
入
」
等
と
、
対
象
原
材
料
が
加
工
食
品
で
あ
る
場
合

に
は
「
外
国
製
造
」
等
と
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ

対
象
原
材
料
と
し
て
国
産
品
及
び
三
以
上
の
外
国
が
原

産
地
の
も
の
を
使
用
し
、
か
つ
、
当
該
対
象
原
材
料
に
占

め
る
重
量
の
割
合
の
順
序
が
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
場

合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
原
産
地
と
し
て
、
対
象
原
材
料
が
生
鮮
食
品
で

あ
る
場
合
に
は
国
産
で
あ
る
旨
及
び
輸
入
品
で
あ
る
旨
を

「
国
産
又
は
輸
入
」
等
と
、
対
象
原
材
料
が
加
工
食
品
で

あ
る
場
合
に
は
国
内
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
旨
及
び
外
国

に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
旨
を
「
国
内
製
造
又
は
外
国
製
造

」
等
と
、
一
定
期
間
使
用
割
合
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
表

示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

過
去
の
一
定
期
間
に
お
け
る
使
用
実
績
に
基
づ
き
原

(ｲ)
産
地
を
表
示
し
た
場
合
に
は
そ
の
旨
、
将
来
の
一
定
期

間
に
お
け
る
使
用
計
画
に
基
づ
き
原
産
地
を
表
示
し
た

場
合
に
は
そ
の
旨
が
認
識
で
き
る
よ
う
、
一
定
期
間
使

用
割
合
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
表
示
し
た
旨
を
、
容
器

包
装
の
原
料
原
産
地
名
に
近
接
し
た
箇
所
に
表
示
す
る

こ
と
。

一
定
期
間
使
用
割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る

(ﾛ)
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対
象
原
材
料
の
原
産
地
に
つ
い
て
は
、
当
該
原
産
地
の

表
示
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、
当
該
一
定
期
間
使
用
割

合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
こ
と

。
過
去
又
は
将
来
の
一
定
期
間
に
お
い
て
、
対
象
原
材

(ﾊ)
料
と
し
て
使
用
す
る
三
以
上
の
外
国
が
原
産
地
の
も
の

の
当
該
対
象
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
順
序
の

変
動
が
あ
る
こ
と
、
三
以
上
の
外
国
が
原
産
地
で
あ
る

対
象
原
材
料
と
国
産
品
で
あ
る
対
象
原
材
料
の
当
該
対

象
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
順
序
の
変
動
が
あ

る
こ
と
及
び
こ
れ
ら
の
一
定
期
間
使
用
割
合
の
順
を
示

す
資
料
を
保
管
す
る
こ
と
。

六

別
表
第
十
五
の
１
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
対
象
原

五

原
材
料
及
び
添
加
物
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が
最
も
高
い

材
料
と
し
て
二
以
上
の
原
産
地
の
も
の
を
使
用
し
、
か
つ
、

生
鮮
食
品
で
、
か
つ
、
当
該
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

当
該
対
象
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
順
序
が
変
動
す

で
あ
る
も
の
の
性
質
等
に
よ
り
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に

る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

は
、
お
お
む
ね
特
定
さ
れ
た
原
産
地
を
一
か
ら
四
ま
で
の
規

使
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
原
産
地
を
、
一
定
期
間
使
用
割

定
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ

合
の
高
い
原
産
地
か
ら
順
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
旨
が
認
識
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な

の
場
合
に
お
い
て
、
一
定
期
間
に
お
い
て
使
用
し
た
割
合
の

ら
な
い
。

高
い
も
の
か
ら
順
に
表
示
し
た
こ
と
が
認
識
で
き
る
よ
う
、

必
要
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

別
表
第
十
五
の
２
に
掲
げ
る
農
産
物
漬
物
に
あ
っ
て
は
、
原

２

別
表
第
十
五
の

に
掲
げ
る
農
産
物
漬
物
に
あ
っ
て
は
、
原

23

材
料
名
に
対
応
さ
せ
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す

材
料
名
に
対
応
さ
せ
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
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る
。

る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３

別
表
第
十
五
の
３
に
掲
げ
る
野
菜
冷
凍
食
品
に
あ
っ
て
は
、

３

別
表
第
十
五
の

に
掲
げ
る
野
菜
冷
凍
食
品
に
あ
っ
て
は
、

24

原
材
料
名
に
対
応
さ
せ
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示

原
材
料
名
に
対
応
さ
せ
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示

す
る
。

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

４

別
表
第
十
五
の
４
に
掲
げ
る
う
な
ぎ
加
工
品
に
あ
っ
て
は
、

４

別
表
第
十
五
の

に
掲
げ
る
う
な
ぎ
加
工
品
に
あ
っ
て
は
、

25

う
な
ぎ
の
名
称
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、
原
産
地
に
つ
い
て
、

う
な
ぎ
の
名
称
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、
原
産
地
に
つ
い
て
、

国
産
品
に
あ
っ
て
は
国
産
で
あ
る
旨
を
、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は

国
産
品
に
あ
っ
て
は
国
産
で
あ
る
旨
を
、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は

原
産
国
名
を
表
示
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

原
産
国
名
を
表
示
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

５

別
表
第
十
五
の
５
に
掲
げ
る
か
つ
お
削
り
ぶ
し
に
あ
っ
て
は

５

別
表
第
十
五
の

に
掲
げ
る
か
つ
お
削
り
ぶ
し
に
あ
っ
て
は

26

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
。

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
。

一

か
つ
お
の
ふ
し
の
文
字
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、
ふ
し
の

一

か
つ
お
の
ふ
し
の
文
字
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、
ふ
し
の

原
産
地
に
つ
い
て
、
国
産
品
に
あ
っ
て
は
国
内
に
お
い
て
製

原
産
地
に
つ
い
て
、
国
産
品
に
あ
っ
て
は
国
産
で
あ
る
旨
を

造
さ
れ
た
旨
を
「
国
内
製
造
」
と
、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は
外

、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は
原
産
国
名
を
表
示
す
る
。
た
だ
し
、

国
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
旨
を
「
○
○
製
造
」
と
表
示
す
る

国
産
品
に
あ
っ
て
は
、
国
産
で
あ
る
旨
に
代
え
て
都
道
府
県

（
○
○
は
、
原
産
国
名
と
す
る
。
）
。
た
だ
し
、
国
産
品
に

名
、
市
町
村
名
そ
の
他
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
地
名
を
表
示

あ
っ
て
は
、
「
国
内
製
造
」
の
表
示
に
代
え
て
、
「
○
○
製

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

造
」
と
表
示
す
る
（
○
○
は
、
都
道
府
県
名
そ
の
他
一
般
に

知
ら
れ
て
い
る
地
名
と
す
る
。
）
こ
と
が
で
き
る
。

二

（
略
）
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６

別
表
第
十
五
の
６
に
掲
げ
る
お
に
ぎ
り
（
米
飯
類
を
巻
く
目

（
新
設
）

的
で
の
り
を
原
材
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

に
あ
っ
て
は
、
の
り
の
名
称
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、
当
該
の

り
の
原
料
と
な
る
原
そ
う
の
原
産
地
に
つ
い
て
、
国
産
品
に
あ

っ
て
は
国
産
で
あ
る
旨
を
、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は
原
産
国
名
を

表
示
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

国
産
品
に
あ
っ
て
は
、
国
産
で
あ
る
旨
に
代
え
て
水
域
名

、
水
揚
げ
し
た
港
名
又
は
水
揚
げ
し
た
港
若
し
く
は
主
た
る

養
殖
場
が
属
す
る
都
道
府
県
名
、
市
町
村
名
そ
の
他
一
般
に

知
ら
れ
て
い
る
地
名
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

輸
入
品
に
あ
っ
て
は
、
原
産
国
名
に
水
域
名
を
併
記
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

７

１
か
ら
６
ま
で
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
原

６

別
表
第
十
五
の
１
か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は

22

産
地
以
外
の
原
材
料
の
原
産
地
を
、
１
の
規
定
に
よ
り
表
示
す

１
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
原
材
料

る
こ
と
が
で
き
る
。

の
原
産
地
以
外
の
原
材
料
の
原
産
地
を
、
そ
れ
以
外
の
加
工
食

品
に
あ
っ
て
は
原
材
料
の
原
産
地
を
、
１
の
規
定
に
よ
り
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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第
二
款

業
務
用
加
工
食
品

第
二
款

業
務
用
加
工
食
品

（
義
務
表
示
）

（
義
務
表
示
）

第
十
条

食
品
関
連
事
業
者
が
業
務
用
加
工
食
品
を
販
売
す
る
際
（
容
器
包
装
に
入
れ

第
十
条

食
品
関
連
事
業
者
が
業
務
用
加
工
食
品
を
販
売
す
る
際
（
容
器
包
装
に
入
れ

な
い
で
、
か
つ
、
設
備
を
設
け
て
飲
食
さ
せ
る
施
設
に
お
け
る
飲
食
の
用
に
供
す
る

な
い
で
、
か
つ
、
設
備
を
設
け
て
飲
食
さ
せ
る
施
設
に
お
け
る
飲
食
の
用
に
供
す
る

場
合
、
食
品
を
製
造
し
、
若
し
く
は
加
工
し
た
場
所
に
お
け
る
販
売
の
用
に
供
す
る

場
合
、
食
品
を
製
造
し
、
若
し
く
は
加
工
し
た
場
所
に
お
け
る
販
売
の
用
に
供
す
る

場
合
又
は
不
特
定
若
し
く
は
多
数
の
者
に
対
す
る
譲
渡
（
販
売
を
除
く
。
）
の
用
に

場
合
又
は
不
特
定
若
し
く
は
多
数
の
者
に
対
す
る
譲
渡
（
販
売
を
除
く
。
）
の
用
に

供
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表
示
事
項
が
そ
れ
ぞ
れ
第
三

供
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表
示
事
項
が
そ
れ
ぞ
れ
第
三

条
及
び
第
四
条
に
定
め
る
表
示
の
方
法
に
従
い
表
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

条
及
び
第
四
条
に
定
め
る
表
示
の
方
法
に
従
い
表
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

原
料
原
産
地
名
（
一
般
用
加
工
食
品
の
用
に
供
す
る
業
務
用
加
工
食
品
の
原

十
一

原
料
原
産
地
名
（
対
象
加
工
食
品
の
用
に
供
す
る
業
務
用
加
工
食
品
で
あ
っ

材
料
で
あ
っ
て
、
当
該
一
般
用
加
工
食
品
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
の
表
の
輸
入

て
、
当
該
対
象
加
工
食
品
の
原
材
料
及
び
添
加
物
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が
最
も

品
以
外
の
加
工
食
品
の
項
の
規
定
に
よ
る
原
料
原
産
地
の
表
示
の
義
務
が
あ
る
も

高
い
生
鮮
食
品
で
、
か
つ
、
当
該
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
も
の
（

の
（
同
項
下
欄
の
１
の
二
の
ロ
の
規
定
に
よ
り
当
該
一
般
用
加
工
食
品
の
対
象
原

農
産
物
漬
物
に
あ
っ
て
は
原
材
料
及
び
添
加
物
の
重
量
に
占
め
る
割
合
の
高
い
農

材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が
最
も
高
い
生
鮮
食
品
の
原
産
地
を
表
示
す
る
こ
と

産
物
又
は
水
産
物
の
上
位
四
位
（
内
容
重
量
が
三
百
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ

を
売
買
の
当
事
者
で
あ
る
食
品
関
連
事
業
者
間
で
合
意
し
た
場
合
（
次
号
及
び
第

て
は
、
上
位
三
位
）
ま
で
の
も
の
で
、
か
つ
、
原
材
料
及
び
添
加
物
の
重
量
に
占

二
十
四
条
に
お
い
て
「
当
事
者
間
で
合
意
し
た
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は

め
る
割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
、
野
菜
冷
凍
食
品
に
あ
っ
て
は
原
材
料

、
当
該
生
鮮
食
品
。
）
と
な
る
も
の
の
原
産
地
に
限
る
。
）

及
び
添
加
物
の
重
量
に
占
め
る
割
合
の
高
い
野
菜
の
上
位
三
位
ま
で
の
も
の
で
、

か
つ
、
原
材
料
及
び
添
加
物
の
重
量
に
占
め
る
割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も

の
、
う
な
ぎ
加
工
品
に
あ
っ
て
は
う
な
ぎ
、
か
つ
お
削
り
ぶ
し
に
あ
っ
て
は
か
つ

お
の
ふ
し
）
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

十
二

原
産
国
名
（
一
般
用
加
工
食
品
の
用
に
供
す
る
業
務
用
加
工
食
品
で
あ
っ
て

十
二

原
産
国
名
（
輸
入
後
に
そ
の
性
質
に
変
更
を
加
え
る
業
務
用
加
工
食
品
を
除

、
当
該
一
般
用
加
工
食
品
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
の
表
の
輸
入
品
以
外
の
加
工

く
。
）
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食
品
の
項
の
規
定
に
よ
る
原
料
原
産
地
の
表
示
の
義
務
が
あ
る
原
材
料
と
な
る
も

の
（
当
事
者
間
で
合
意
し
た
場
合
を
除
く
。
）
及
び
輸
入
後
に
そ
の
性
質
に
変
更

を
加
え
な
い
輸
入
品
の
原
産
国
名
に
限
る
。
）

十
三
～
三
十

（
略
）

十
三
～
三
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表
示
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表
示
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
表
示
の
方
法
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
表
示
の
方
法
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

原
料
原
産
地
名

原
材
料
の
重
量
に
占
め
る
割
合
（
一
定
期
間
使
用
割
合
を
含

三

別
表
第
十
五
の
１
か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
加
工
食
品
の
用
に
供
す
る
業
務
用
加

22

む
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
割
合
が
高
い
原
産
地
の
順
が
分
か
る
よ
う
に
表
示
す

工
食
品
で
あ
っ
て
当
該
対
象
加
工
食
品
の
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が
最
も

る
。

高
い
生
鮮
食
品
で
、
か
つ
、
当
該
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
も
の
と

な
る
原
材
料
の
原
産
地
並
び
に
輸
入
品
以
外
の
農
産
物
漬
物
（
容
器
包
装
の
表
示

可
能
面
積
が
お
お
む
ね
三
十
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

）
の
原
材
料
の
重
量
に
占
め
る
割
合
の
高
い
農
産
物
又
は
水
産
物
の
上
位
四
位
（

内
容
重
量
が
三
百
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
上
位
三
位
）
ま
で
の
も
の

及
び
輸
入
品
以
外
の
野
菜
冷
凍
食
品
（
容
器
包
装
の
表
示
可
能
面
積
が
お
お
む
ね

三
十
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
原
材
料
の
重
量

に
占
め
る
割
合
が
高
い
野
菜
の
上
位
三
位
ま
で
の
も
の
で
、
か
つ
、
原
材
料
の
重

量
に
占
め
る
割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
と
な
る
も
の
の
原
料
原
産
地

原
材
料
の
重
量
に
占
め
る
割
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
割
合
が
高
い
原
産
地
の
順
が

分
か
る
よ
う
に
表
示
す
る
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）
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第
三
章

生
鮮
食
品

第
三
章

生
鮮
食
品

第
一
節

食
品
関
連
事
業
者
に
係
る
基
準

第
一
節

食
品
関
連
事
業
者
に
係
る
基
準

第
二
款

業
務
用
生
鮮
食
品

第
二
款

業
務
用
生
鮮
食
品

（
義
務
表
示
）

（
義
務
表
示
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
農
産
物
又
は
水
産
物
の
原
産
地
に
つ
い
て
は
、
国

（
新
設
）

産
品
に
あ
っ
て
は
国
産
で
あ
る
旨
の
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
原
産
地
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
業
務
用
生
鮮
食
品
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
高
い
原
産
地
の
順
が
分
か
る
よ
う

に
表
示
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
用
加
工
食
品
の
用
に
供
す
る
業
務
用
生
鮮

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
対
象
加
工
食
品
の
用
に
供
す
る
業
務
用
生
鮮
食
品

食
品
で
あ
っ
て
、
当
該
一
般
用
加
工
食
品
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
の
表
の
輸
入
品

で
あ
っ
て
、
当
該
対
象
加
工
食
品
の
原
材
料
及
び
添
加
物
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が

以
外
の
加
工
食
品
の
項
の
規
定
に
よ
る
原
料
原
産
地
の
表
示
の
義
務
が
あ
る
原
材
料

最
も
高
い
生
鮮
食
品
で
、
か
つ
、
当
該
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
も
の

と
な
る
も
の
（
当
事
者
間
で
合
意
し
た
場
合
を
含
む
。
）
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は

（
農
産
物
漬
物
に
あ
っ
て
は
原
材
料
及
び
添
加
物
の
重
量
に
占
め
る
割
合
の
高
い
農

、
原
産
地
の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

産
物
又
は
水
産
物
の
上
位
四
位
（
内
容
重
量
が
三
百
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て

は
、
上
位
三
位
）
ま
で
の
も
の
で
、
か
つ
、
原
材
料
及
び
添
加
物
の
重
量
に
占
め
る

割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
、
野
菜
冷
凍
食
品
に
あ
っ
て
は
原
材
料
及
び
添

加
物
の
重
量
に
占
め
る
割
合
の
高
い
野
菜
の
上
位
三
位
ま
で
の
も
の
で
、
か
つ
、
原

材
料
及
び
添
加
物
の
重
量
に
占
め
る
割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
、
う
な
ぎ

加
工
品
に
あ
っ
て
は
う
な
ぎ
）
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
原
産
地
の
表
示
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
表
第
十
五
（
第
三
条
、
第
十
条
関
係
）

別
表
第
十
五
（
第
三
条
、
第
十
条
関
係
）

１

次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
原
材
料
及
び
添
加
物
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が
最
も

（
新
設
）

高
い
生
鮮
食
品
（

の
緑
茶
及
び
緑
茶
飲
料
に
あ
っ
て
は
荒
茶
の
原
材
料
、

の
も

(5)

(6)

ち
に
あ
っ
て
は
米
穀
、

の
黒
糖
及
び
黒
糖
加
工
品
に
あ
っ
て
は
黒
糖
の
原
材
料
、

(8)

の
こ
ん
に
ゃ
く
に
あ
っ
て
は
こ
ん
に
ゃ
く
い
も
（
こ
ん
に
ゃ
く
の
原
材
料
で
あ
る

(9)こ
ん
に
ゃ
く
粉
の
原
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
ん
に
ゃ
く
い
も
を
含
む
。
）
、
(18)

の
こ
ん
ぶ
巻
に
あ
っ
て
は
こ
ん
ぶ
に
限
る
。
）
の
当
該
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
で
あ
る
も
の

乾
燥
き
の
こ
類
、
乾
燥
野
菜
及
び
乾
燥
果
実
（
フ
レ
ー
ク
状
又
は
粉
末
状
に
し

１

乾
燥
き
の
こ
類
、
乾
燥
野
菜
及
び
乾
燥
果
実
（
フ
レ
ー
ク
状
又
は
粉
末
状
に
し
た

(1)
た
も
の
を
除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）

塩
蔵
し
た
き
の
こ
類
、
塩
蔵
野
菜
及
び
塩
蔵
果
実
（
農
産
物
漬
物
を
除
く
。
）

２

塩
蔵
し
た
き
の
こ
類
、
塩
蔵
野
菜
及
び
塩
蔵
果
実
（
農
産
物
漬
物
を
除
く
。
）

(2)

ゆ
で
、
又
は
蒸
し
た
き
の
こ
類
、
野
菜
及
び
豆
類
並
び
に
あ
ん
（
缶
詰
、
瓶
詰

３

ゆ
で
、
又
は
蒸
し
た
き
の
こ
類
、
野
菜
及
び
豆
類
並
び
に
あ
ん
（
缶
詰
、
瓶
詰
及

(3)
及
び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ
チ
食
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ
チ
食
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

異
種
混
合
し
た
カ
ッ
ト
野
菜
、
異
種
混
合
し
た
カ
ッ
ト
果
実
そ
の
他
野
菜
、
果

４

異
種
混
合
し
た
カ
ッ
ト
野
菜
、
異
種
混
合
し
た
カ
ッ
ト
果
実
そ
の
他
野
菜
、
果
実

(4)
実
及
び
き
の
こ
類
を
異
種
混
合
し
た
も
の
（
切
断
せ
ず
に
詰
め
合
わ
せ
た
も
の
を

及
び
き
の
こ
類
を
異
種
混
合
し
た
も
の
（
切
断
せ
ず
に
詰
め
合
わ
せ
た
も
の
を
除
く

除
く
。
）

。
）

緑
茶
及
び
緑
茶
飲
料

５

緑
茶
及
び
緑
茶
飲
料

(5)

も
ち

６

も
ち

(6)

い
り
さ
や
落
花
生
、
い
り
落
花
生
、
あ
げ
落
花
生
及
び
い
り
豆
類

７

い
り
さ
や
落
花
生
、
い
り
落
花
生
、
あ
げ
落
花
生
及
び
い
り
豆
類

(7)

黒
糖
及
び
黒
糖
加
工
品

８

黒
糖
及
び
黒
糖
加
工
品

(8)

こ
ん
に
ゃ
く

９

こ
ん
に
ゃ
く

(9)

調
味
し
た
食
肉
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍
食
品
に
該
当
す
る
も
の

調
味
し
た
食
肉
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍
食
品
に
該
当
す
る
も
の
を

(10)

10

を
除
く
。
）

除
く
。
）
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ゆ
で
、
又
は
蒸
し
た
食
肉
及
び
食
用
鳥
卵
（
缶
詰
、
瓶
詰
及
び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ

ゆ
で
、
又
は
蒸
し
た
食
肉
及
び
食
用
鳥
卵
（
缶
詰
、
瓶
詰
及
び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ
チ

(11)

11

チ
食
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

食
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

表
面
を
あ
ぶ
っ
た
食
肉

表
面
を
あ
ぶ
っ
た
食
肉

(12)

12

フ
ラ
イ
種
と
し
て
衣
を
つ
け
た
食
肉
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍
食

フ
ラ
イ
種
と
し
て
衣
を
つ
け
た
食
肉
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍
食
品

(13)

13

品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

合
挽
肉
そ
の
他
異
種
混
合
し
た
食
肉
（
肉
塊
又
は
挽
肉
を
容
器
に
詰
め
、
成
形

合
挽
肉
そ
の
他
異
種
混
合
し
た
食
肉
（
肉
塊
又
は
挽
肉
を
容
器
に
詰
め
、
成
形
し

(14)

14

し
た
も
の
を
含
む
。
）

た
も
の
を
含
む
。
）

素
干
魚
介
類
、
塩
干
魚
介
類
、
煮
干
魚
介
類
及
び
こ
ん
ぶ
、
干
の
り
、
焼
き
の

素
干
魚
介
類
、
塩
干
魚
介
類
、
煮
干
魚
介
類
及
び
こ
ん
ぶ
、
干
の
り
、
焼
き
の
り

(15)

15

り
そ
の
他
干
し
た
海
藻
類
（
細
切
若
し
く
は
細
刻
し
た
も
の
又
は
粉
末
状
に
し
た

そ
の
他
干
し
た
海
藻
類
（
細
切
若
し
く
は
細
刻
し
た
も
の
又
は
粉
末
状
に
し
た
も
の

も
の
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

塩
蔵
魚
介
類
及
び
塩
蔵
海
藻
類

塩
蔵
魚
介
類
及
び
塩
蔵
海
藻
類

(16)

16

調
味
し
た
魚
介
類
及
び
海
藻
類
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍
食
品
に

調
味
し
た
魚
介
類
及
び
海
藻
類
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍
食
品
に
該

(17)

17

該
当
す
る
も
の
並
び
に
缶
詰
、
瓶
詰
及
び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ
チ
食
品
に
該
当
す
る
も

当
す
る
も
の
並
び
に
缶
詰
、
瓶
詰
及
び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ
チ
食
品
に
該
当
す
る
も
の
を

の
を
除
く
。
）

除
く
。
）

こ
ん
ぶ
巻

こ
ん
ぶ
巻

(18)

18

ゆ
で
、
又
は
蒸
し
た
魚
介
類
及
び
海
藻
類
（
缶
詰
、
瓶
詰
及
び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ

ゆ
で
、
又
は
蒸
し
た
魚
介
類
及
び
海
藻
類
（
缶
詰
、
瓶
詰
及
び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ
チ

(19)

19

チ
食
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

食
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

表
面
を
あ
ぶ
っ
た
魚
介
類

表
面
を
あ
ぶ
っ
た
魚
介
類

(20)

20

フ
ラ
イ
種
と
し
て
衣
を
つ
け
た
魚
介
類
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍

フ
ラ
イ
種
と
し
て
衣
を
つ
け
た
魚
介
類
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍
食

(21)

21

食
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

又
は

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
鮮
食
品
を
異
種
混
合
し
た
も
の
（
切
断

４
又
は

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
鮮
食
品
を
異
種
混
合
し
た
も
の
（
切
断
せ

(22)

(4)

(14)

22

14

せ
ず
に
詰
め
合
わ
せ
た
も
の
を
除
く
。
）

ず
に
詰
め
合
わ
せ
た
も
の
を
除
く
。
）

２

農
産
物
漬
物

農
産
物
漬
物

23
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３

野
菜
冷
凍
食
品

野
菜
冷
凍
食
品

24

４

う
な
ぎ
加
工
品

う
な
ぎ
加
工
品

25

５

か
つ
お
削
り
ぶ
し

か
つ
お
削
り
ぶ
し

26

６

お
に
ぎ
り
（
米
飯
類
を
巻
く
目
的
で
の
り
を
原
材
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
も
の

（
新
設
）

に
限
る
。
）




